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福
祉
及
び
保
育
の
仕
事
内
容
や
必

要
な
資
格
、
そ
の
取
得
方
法
な
ど
に

つ
い
て
相
談
に
応
じ
、
求
人
の
あ
る

福
祉
・
保
育
施
設
等
の
採
用
担
当
者

と
個
別
相
談
の
場
を
設
け
ま
す
。

【
福
祉
】

　

７
月
29
日（
土
）10
時
30
分
〜
16
時

　

【
保
育
】

　

７
月
30
日（
日
）10
時
30
分
〜
15
時

(1)
福
祉
の
お
仕
事
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

（
29
日
の
み
、10
時
30
分
〜
11
時
40
分
）

　

(2)
合
同
相
談
会

　

（3）
セ
ン
タ
ー
相
談
コ
ー
ナ
ー

と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
１
階
多
目
的

　

ホ
ー
ル
、３
階
福
祉
研
修
室

（
宇
都
宮
市
若
草
１-

10-

６
）

栃
木
県
、宇
都
宮
市（
保
育
の

　

み
）、栃
木
県
社
会
福
祉
協
議
会

福
祉
・
保
育
職
を
希
望
す
る
方

　

（
平
成
30
年
３
月
卒
業
予
定
の
学

生
を
含
む
。
高
校
生
は
除
く
）、

福
祉
・
保
育
職
に
興
味
・
関
心
の
あ
る
方

儡
無
料

(1)
福
祉
の
お
仕
事
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

　
　

80
名
ま
で

　

(2)
合
同
相
談
会　

定
員
な
し

　

託
児　

15
名
程
度

(1)
福
祉
人
材
・
研
修
セ
ン
タ
ー
へ

　
　

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
し
込

　
　

み（
先
着
順
）

(2)
申
し
込
み
不
要

※
託
児
は
問
い
合
わ
せ
先
に
電
話
で

　

申
し
込
み（
開
催
日
７
日
前
ま
で
）

社
会
福
祉
法
人
栃
木
県
社
会
福
祉
協
議
会

と
ち
ぎ
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー

　

撒
０
２
８（
３
０
７
）４
１
９
４

　

姉
０
２
８（
６
２
３
）４
９
６
３

保
育
の
知
識
や
技
術
を
再
確
認
す

る
た
め
の
研
修
を
行
い
ま
す
。

８
月
22
日（
火
）10
時
〜
14
時
30
分

保
育
の
実
務
に
関
す
る
講
義

栃
木
市
公
民
館

（
栃
木
市
日
ノ
出
町
14-

36
）

栃
木
県
、宇
都
宮
市
、

　
　
　

栃
木
県
社
会
福
祉
協
議
会

保
育
職
を
希
望
す
る
方
、
保
育
職

　

に
興
味
・
関
心
の
あ
る
方

儡
無
料

20
名
程
度

電
話
で
問
い
合
わ
せ
先
へ
。（
先
着
順
）

※
託
児
の
申
し
込
み
は
８
月
15
日（
火
）ま
で

健
康
福
祉
課　

撒（
57
）４
１
９
６

　

野
木
町
は
、
国
等
に
よ
る
障
害
者

就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
24

年
法
律
第
50
号
）
第
９
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
平
成
29
年
度
に
お
け

る
障
が
い
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物

品
等
の
調
達
の
推
進
を
図
る
た
め
の

方
針
を
定
め
た
の
で
、
同
法
同
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
ま
す
。

①
平
成
29
年
度
の
調
達
の
目
標

　

平
成
29
年
度
に
野
木
町
が
障
が
い

者
就
労
施
設
等
か
ら
調
達
す
る
物
品

等
の
目
標
を
、
次
の
と
お
り
と
し
ま

す
。

②
平
成
28
年
度
の
調
達
実
績
の
公
表

　

平
成
28
年
度
野
木
町
に
お
け
る
障

が
い
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等

の
調
達
の
実
績
の
概
要
を
、
同
法
同

条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
取
り
ま

と
め
た
の
で
公
表
し
ま
す
。

　広報のぎ６月号１０ページ「平成
２９年度母子保健推進員名簿」内に
誤りがございました。お詫びして訂
正いたします。


